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１．立地適正化計画制度について  

全国的な人口減少、高齢化の進展を背景として、誰もが安心して健康で快適に生活できる環境の

実現や、持続可能な都市経営を可能とするため、生活に必要な施設（医療・福祉施設、商業施設、

住居等）がまとまって立地し、公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできる都市構造

を目指す「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方でまちづくりを進めることが重要

であるという国の方針が示されました。 

その実現に向け、平成 26 年 8 月に「都市再生特別措置法」が改正され、コンパクトなまちづく

りを促進するための計画制度として、立地適正化計画制度が創設されました。 

立地適正化計画は、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機

能の立地を誘導する「誘導区域」を設定し、届出制度等の「誘導施策」を定めることにより、コン

パクトシティ形成に向けた取り組みを推進するものです。 

 

■国が示す「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のイメージ 

  

○居住や都市の生活を支える機能の誘導による

コンパクトなまちづくりと地域交通の再編と

の連携により、『コンパクトシティ・プラス・

ネットワーク』のまちづくりを進めます。 

○立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・

商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘

導により、都市全域を見渡したマスタープラ

ンとして位置づけられる市町村マスタープラ

ンの高度化版です。 

資料：国土交通省 
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２．立地適正化計画で定める主な事項  

（１） 立地適正化計画の区域 

立地適正化計画では、都市全体を見渡す観点から、

都市計画区域全体を立地適正化計画の区域とする

ことが基本となります。 

 

 

 

（２） 立地適正化計画に関する基本的な方針 

立地適正化計画の策定にあたり、現状の把握・分析により、課題を明確にした上で、まちづく

りの理念や目標、目指すべき都市像を設定する必要があります。またその実現に向けて、人口密

度の維持、生活サービス機能の配置、公共交通の充実など実施する施策の基本的な方針を示しま

す。 

 

（３） 居住誘導区域（都市の居住者の居住を誘導すべき区域）及び誘導施策 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、

生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域であり、将来の

人口等の見通しを踏まえた適切な範囲に設定されるべきものです。 

居住を誘導するための施策として、誘導区域内での公共交通の確保、住宅立地に対する支援措

置などが考えられます。 

また、居住誘導区域外での無秩序な住宅開発を防ぐため、一定規模以上の住宅開発等に対する

届出や勧告を行うことが考えられます。 

 

（４） 都市機能誘導区域（都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域）及び 

区域ごとの立地を誘導すべき施設と誘導施策 

都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集

約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域で、居住誘導区域の中に設

けることとなります。 

誘導施設とは、居住者の福祉や利便のために必要な施設であり、都市機能誘導区域ごとに必要

な施設を定めることが必要となります。 

都市機能を誘導するための施策としては、国や市が行う税財政優遇措置や容積率の緩和、公的

不動産・低未利用地等の有効活用などの立地促進施策が考えられます。 

  

立地適正化計画区域 

＝都市計画区域 

市街化区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 
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○立地適正化計画に関連する用語 

 

 

 

  

持続可能な都市経営 
将来にわたって都市の経済や環境、生活の質を維持していくとい

う考え方。 

コンパクトシティ 
徒歩による移動性を重視し、様々な都市機能が比較的小さなエリ

アに高密に詰まっている都市形態のこと。 

都市再生特別措置法 

都市の再生を図るため、平成 14 年に定められた法律。平成 26

年の一部改正において、コンパクトなまちづくりを促進するため

の立地適正化計画制度などが整備された。 

都市機能 
文化や教育、医療、福祉、商業などのサービスを提供する機能や

居住機能など。 

都市計画区域 
都市計画法その他の関連法令の適用を受けるべき土地の区域。河

内長野市は全域が都市計画区域となっている。 

居住誘導区域 
人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが

持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域。 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域の中に設けられる区域で、医療・福祉・商業等の都

市機能を中心拠点や生活拠点に誘導・集約することにより、各種

サービスの効率的な提供を図る区域。 

市街化区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、すでに市街地を形成し

ている区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図

るべき区域。 

市街化調整区域 
都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区

域。 

容積率 建築物の延床面積の敷地面積に対する割合。 

低未利用地 

適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に

わたり利用されていない「未利用地」（空き地、空き家など）と、

周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」（資

材置場、青空駐車場など）の総称。 
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３．河内長野市立地適正化計画の策定について 

（1）改定の背景と目的 

本市では、都市計画マスタープランにおいて、将来都市構造として「集約連携都市（ネットワーク

型コンパクトシティ）」を示しています。そこで、都市計画マスタープランで示す将来都市構造の実

現を目指すため、平成３０年３月に立地適正化計画を策定しました。 

本計画では、都市全体の構造を見渡しながら、将来の人口減少や高齢者の増加等を踏まえ、まち

の将来像を検討し、居住機能や都市機能の誘導に向けた基本的な方向性を示しています。 

現行の計画は、令和１７年度（２０３５年度）を目標年次として設定していますが、令和２年６

月に「都市再生特別措置法等の一部を改定する法律」の施行に伴い、防災指針の作成が位置付けら

れたことから、防災指針（大規模盛土編）の追加改定を行います。また、新たな施策の追加等を踏

まえ、部分改定を行います。 

 

（２）計画期間 

河内長野市都市計画マスタープランは、令和 7 年度（2025 年度）を計画目標年次として設定

していますが、居住機能や都市機能の誘導は実現に長期間を要することから、本計画では概ね 20

年後を視野に入れ、都市計画マスタープランの改定時期と合わせるため、令和１7 年度（2035

年度）を目標年次として設定します。 

 

計画目標年次 ： 令和１７年度 （２０３５年度） 

 

 

（３）計画の位置づけ 

立地適正化計画は、「河内長野市都市計画マスタープラン」の一部とみなされます。また、本市

の最上位計画である「河内長野市第５次総合計画」及び大阪府が定める「大阪府国土利用計画」、

「南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即するとともに、関連する分野の計画等

との調和のもと定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連計画 

・地域公共交通網形成計画 

・地域防災計画 

・地域福祉計画 

・高齢者保健福祉計画及び 

介護保険事業計画 

・住宅マスタープラン 

・産業振興ビジョン 

・空家等対策計画 

・公共施設総合管理計画 

・公共施設再配置計画 

・上下水道ビジョン      等 

河内長野市都市計画 
マスタープラン 

河内長野市 

立地適正化計画 

上位計画 

 

・大阪府国土利用計画（府） 

・南部大阪都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針（府） 

河内長野市第５次総合計画 

まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 
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■上位計画 

（1）河内長野市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（平成 28 年 2 月策定） 

• 第 5 次総合計画において、令和 7 年度末の定住人口の想定を 10 万人に設定したことを受け、

令和 42 年までを対象期間とし、少子・高齢化の進行に歯止めをかける方針を定めています。 

• 人口減少の抑制に向けた目指すべき将来の方向性として、「安定した魅力あるしごとづくり」、

「定住・転入促進と交流人口の拡大」、「結婚・出産・子育てへの切れ目のない支援による出生

率の向上」、「いつまでも暮らし続けられるまちづくり」を定めています。 

 

（2）河内長野市都市計画マスタープラン（平成 28 年 3 月改定） 

• 将来都市構造は、「拠点」と「ネットワーク」により構成する「集約連携都市（ネットワーク型

コンパクトシティ」を掲げており、鉄道駅周辺の都市機能が集積する「都市拠点」、「地域拠点」

などの拠点を相互に公共交通ネットワークでつながるまとまりを「地域圏」と設定する都市構

造を示しています。 

• 地域圏においては、住民が将来にわたって都市機能を利用できるよう、公共交通サービスの維

持・発展させ、不足する機能については、地域圏同士の連携により確保・維持することを定め

ています。 

 

 
■都市計画マスタープランの将来都市構造 


